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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶装置を備えるスマートデバイスを、
　工事現場の写真画像を撮影する撮影手段、
　所定記入項目が設けられた仮想表示板画像を前記記憶装置に記憶する第１記憶手段、
　前記仮想表示板画像の所定記入項目に対し、前記工事現場に関するデータを入力する入
力手段、
　前記撮影手段により撮影された写真画像の上に、前記入力手段によりデータが入力され
た仮想表示板画像を重畳して配置する画像編集手段、
　前記画像編集手段により前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置された仮想表示
板付き写真画像を、前記スマートデバイスにおいて保存するときに、前記入力された仮想
表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を含む形式の仮想表示板付
き写真画像で前記記憶装置に記憶する第２記憶手段、
　前記スマートデバイスにおいて保存された前記仮想表示板付き写真画像のうち選択され
た前記仮想表示板付き写真画像を前記スマートデバイスの外部に出力するときに、前記入
力された仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を含まない形
式の仮想表示板付き写真画像で出力する画像出力手段として機能させるためのアプリケー
ション・プログラム。
【請求項２】
　記憶装置を備えるスマートデバイスを、
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　工事現場の写真画像を撮影する撮影手段、
　所定記入項目が設けられた仮想表示板画像を前記記憶装置に記憶する第１記憶手段、
　前記仮想表示板画像の所定記入項目に対し、前記工事現場に関するデータを入力する入
力手段、
　前記撮影手段により撮影された写真画像の上に、前記入力手段によりデータが入力され
た仮想表示板画像を重畳して配置する画像編集手段、
　前記画像編集手段により前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置された仮想表示
板付き写真画像を、前記スマートデバイスにおいて保存するときに、前記入力された仮想
表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を表示可能な形式の仮想表
示板付き写真画像で前記記憶装置に記憶する第２記憶手段、
　前記スマートデバイスにおいて保存された前記仮想表示板付き写真画像のうち選択され
た前記仮想表示板付き写真画像を前記スマートデバイスの外部に出力するときに、前記入
力された仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を表示不可な
形式の仮想表示板付き写真画像で出力する画像出力手段として機能させるためのアプリケ
ーション・プログラム。
【請求項３】
　前記第２記憶手段に記憶された仮想表示板付き写真画像に基づき、前記入力された仮想
表示板画像が重畳して配置された仮想表示板付き写真画像を再現し、前記スマートデバイ
スが備える表示装置上に表示させる画像再現手段として機能させ、
　前記画像編集手段は、前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置された仮想表示板
付き写真画像に対し、該写真画像の上に、ユーザによるタッチパネルからの操作にしたが
って編集した仮想表示板画像を重畳して配置し、
　前記画像編集手段により編集された仮想表示板付き写真画像は、前記編集した仮想表示
板画像が重畳して配置される領域が変更していた場合に、変更のあった領域に対応する写
真画像が存在していること、
　を特徴とする請求項１又は２記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項４】
　前記第２記憶手段は、前記仮想表示板付き写真画像を記憶するとき、前記撮影手段によ
り撮影された写真画像と、前記第１記憶手段により記憶された仮想表示板画像と、前記画
像編集手段により特定された該写真画像上の仮想表示板画像の位置情報と該写真画像上の
仮想表示板画像のサイズ情報と、前記入力手段により該仮想表示板画像の所定記入項目に
対し入力されたデータとを対応付けて、それぞれ記憶すること、
　を特徴とする請求項１又は２記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項５】
　前記第２記憶手段に記憶された仮想表示板付き写真画像を再現し、表示装置上に表示さ
せる画像再現手段として機能させ、
　前記画像再現手段は、前記第２記憶手段に記憶された仮想表示板付き写真画像を再現す
るとき、該写真画像に対応付けられている仮想表示板画像を前記第１記憶手段から取得し
、該仮想表示板画像の所定記入項目に対し対応するデータを入力し、対応する位置情報に
基づいて、対応するサイズ情報により特定されるサイズの該仮想表示板画像を、該写真画
像上に重畳して配置することにより再現すること、
　を特徴とする請求項４記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項６】
　前記画像編集手段は、前記画像再現手段により再現され前記表示装置上に表示された仮
想表示板付き写真画像に対し、該写真画像の上に、ユーザによるタッチパネルからの操作
に従って指定された変更位置に仮想表示板画像を重畳して配置し、
　前記第２記憶手段は、該仮想表示板付き写真画像を記憶するとき、該写真画像と、該仮
想表示板画像と、該仮想表示板画像の変更後の位置情報と該仮想表示板画像のサイズ情報
と、該データとを対応付けて、それぞれ記憶すること、
　を特徴とする請求項５記載のアプリケーション・プログラム。
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【請求項７】
　前記画像編集手段は、前記画像再現手段により再現され前記表示装置上に表示された仮
想表示板付き写真画像に対し、前記写真画像の上に、ユーザによるタッチパネルからの操
作に従って指定された変更サイズの仮想表示板画像を重畳して配置し、
　前記第２記憶手段は、該仮想表示板付き写真画像を記憶するとき、該写真画像と、該仮
想表示板画像と、該仮想表示板画像の位置情報と該仮想表示板画像の変更後のサイズ情報
と、該データとを対応付けて、それぞれ記憶すること、
　を特徴とする請求項５又は６記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項８】
　外部装置から前記データを取得する通信手段として機能させ、
　前記入力手段は、前記仮想表示板画像の所定記入項目に対し、前記通信手段により取得
されたデータを入力するとともに、該データが複数の場合には、選択されたデータを入力
すること、
　を特徴とする請求項１ないし７何れか一項記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項９】
　前記画像出力手段は、前記仮想表示板付き写真画像を出力する場合、該仮想表示板付き
写真画像に含まれる前記入力された仮想表示板画像及び前記写真画像を一の画像データと
した仮想表示板画像と、前記入力手段により入力された前記工事現場に関するデータを格
納した該仮想表示板付き写真画像のＥｘｉｆデータとを出力すること、
　を特徴とする請求項１ないし８何れか一項記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項１０】
　前記画像出力手段は、前記仮想表示板付き写真画像を出力する場合、該仮想表示板付き
写真画像のＥｘｉｆデータに、前記入力手段により入力された前記工事現場に関するデー
タ又は該データの一部のデータを暗号化した暗号化データを追記すること、
　を特徴とする請求項９記載のアプリケーション・プログラム。
【請求項１１】
　記憶装置と、
　工事現場の写真画像を撮影する撮影手段と、
　所定記入項目が設けられた仮想表示板画像を前記記憶装置に記憶する第１記憶手段と、
　前記仮想表示板画像の所定記入項目に対し、前記工事現場に関するデータを入力する入
力手段と、
　前記撮影手段により撮影された写真画像の上に、前記入力手段によりデータが入力され
た仮想表示板画像を重畳して配置する画像編集手段と、
　前記画像編集手段により前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置された仮想表示
板付き写真画像を、スマートデバイスにおいて保存するときに、前記入力された仮想表示
板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を含む形式の仮想表示板付き写
真画像で前記記憶装置に記憶する第２記憶手段と、
　前記スマートデバイスにおいて保存された前記仮想表示板付き写真画像のうち選択され
た前記仮想表示板付き写真画像をスマートデバイスの外部に出力するときに、前記入力さ
れた仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を含まない形式の
仮想表示板付き写真画像で出力する画像出力手段と、
　を有することを特徴とするスマートデバイス。
【請求項１２】
　記憶装置と、
　工事現場の写真画像を撮影する撮影手段と、
　所定記入項目が設けられた仮想表示板画像を前記記憶装置に記憶する第１記憶手段と、
　前記仮想表示板画像の所定記入項目に対し、前記工事現場に関するデータを入力する入
力手段と、
　前記撮影手段により撮影された写真画像の上に、前記入力手段によりデータが入力され
た仮想表示板画像を重畳して配置する画像編集手段と、
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　前記画像編集手段により前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置された仮想表示
板付き写真画像を、スマートデバイスにおいて保存するときに、前記入力された仮想表示
板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を表示可能な形式の仮想表示板
付き写真画像で前記記憶装置に記憶する第２記憶手段と、
　前記スマートデバイスにおいて保存された前記仮想表示板付き写真画像のうち選択され
た前記仮想表示板付き写真画像をスマートデバイスの外部に出力するときに、前記入力さ
れた仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を含まない形式の
仮想表示板付き写真画像で出力する画像出力手段と、
　を有することを特徴とするスマートデバイス。
【請求項１３】
　前記第２記憶手段に記憶された仮想表示板付き写真画像に基づき、前記入力された仮想
表示板画像が重畳して配置された仮想表示板付き写真画像を再現し、前記スマートデバイ
スが備える表示装置上に表示させる画像再現手段を有し、
　前記画像編集手段は、前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置された仮想表示板
付き写真画像に対し、該写真画像の上に、ユーザによるタッチパネルからの操作にしたが
って編集した仮想表示板画像を重畳して配置し、
　前記画像編集手段により編集された仮想表示板付き写真画像は、前記編集した仮想表示
板画像が重畳して配置される領域が変更していた場合に、変更のあった領域に対応する写
真画像が存在していること、
　を特徴とする請求項１１又は１２記載のスマートデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーション・プログラム及びスマートデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建築工事や土木工事といった工事現場において必要な管理作業の１つに、現
場写真（証拠写真）の撮影作業がある。特に国（又は地方公共団体）等から発注される公
共工事の場合、工事報告書の提出が求められており、工事報告書においては、その工事の
内容詳細を報告するため、工事過程毎の現場写真が使用（添付）されるからである。また
民間発注の工事の場合でも、通常、公共工事の場合と同様に工事報告書は作成されるため
、殆どの工事の現場において、現場写真の撮影作業が行われていることになる。
【０００３】
　具体的に、現場写真の撮影にあたって作業者（工事担当者）は、デジタルカメラを工事
現場に持参するが、まず撮影現場とともに撮影される黒板を用意する必要がある。黒板に
は、撮影される撮影現場（撮影対象）の内容が分かるように、例えば「工事名」、「工事
場所」、「施工者」等がチョークやペン等で記入される。またときに「測点」、「実測寸
法」など、その場で測量された測量データも記入される。黒板の用意ができると、作業者
のうちその１名が撮影現場（撮影対象）を背に、黒板を手に持って撮影準備を行う。作業
者のうちもう１名がデジタルカメラを使用し、黒板を含む撮影現場を撮影する。
【０００４】
　このようにして工事現場で撮影された現場写真は、デジタルカメラに保存のうえ、事務
所やオフィスに持ち帰られ、工事報告書のための編集作業が行われる。例えば、現場写真
をＰＣに取り込んだ後、作業者は現場写真内に写る黒板を見ながら現場写真の情報を確認
し、現場写真を整理する。またときに工事報告書内にも黒板内の情報を入力しながら現場
写真を添付し、工事報告書を作成する。
【０００５】
　これに関する技術として、特許文献１には、土木工事等の工事結果を発注者に報告する
ための工事アルバム（工事報告書）を容易に作成できるようにする工事アルバム作成支援
システムが記載されている。具体的に本工事アルバム作成支援システムにおいては、電子
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スチルカメラによって撮影した工事現場の写真画像をマイクロコンピュータによる装置本
体に取り込んで画像ファイルを作成し、豆図のデータを記憶し、少なくとも現場写真エリ
アとテキストエリアと豆図エリアとを有する工事アルバム編集画面の各種レイアウトを選
択して工事アルバム編集画面を表示し、工事現場の各測点ごとに、現場写真エリアに画像
ファイルの写真画像を選択して張り付け、豆図エリアに工種に対応する豆図を選択して張
り付け、テキストエリアにその測点に関するデータを入力して、工事アルバムを編集する
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、工事は大抵の場合、基礎工事、本体工事などという複数の工事過程を経て遂行
されるが、本体工事の後は、基礎工事部分は見えなくなってしまうので、基礎工事の段階
でも現場写真を撮影する必要がある。また基礎工事、本体工事内での各過程でも、段階に
応じて現場写真を撮影する必要があるため、例えば比較的大きなビル建築の場合、撮影さ
れる現場写真は数千枚以上に達する場合もある。
【０００７】
　そのため、従来の現場写真の撮影作業は、欠くことのできない作業である一方、非常に
多大な労力を要する作業であり、具体的には例えば以下のような非効率性や問題があった
。
・１名が黒板を持ってもう１名が撮影を行うので、２人１組で作業が必要である。
・黒板を置くことにより、１名で作業を行うとしても、黒板を置ける場所は限定され、ま
たこの場合、写真構成上、黒板の位置が写真下方のみに限定される。
・工事現場によっては黒板を持って立つこと自体、危険が伴う場所もある。
・黒板へはチョークやペン等で手書き記入する作業自体、手間がかかる。
・また手書きに起因して、手書き文字が乱雑字やクセ字であると、黒板上の文字の認識が
困難である。
・また気象状況に影響され、雨等によっても、黒板上の文字認識が困難となる。
・現場写真を撮影する以上、デジタルカメラは必要であるとしても、黒板は持ち歩き、保
存場所等のその携帯性に苦労する。
・現場写真はデジタルカメラに保存され後に編集されるが、黒板内の情報は画像であるの
で、その情報を使用しにくい。例えば作業者は現場写真内に写る黒板を見ながら現場写真
の情報を工事報告書内やその他システムへ入力・転記する必要がある。また転記時、ミス
も起きやすい。
【０００８】
　本発明では上記のような点に鑑みて、工事現場において現場写真の撮影業務を行うとき
、その業務の効率化を図るとともに、撮影された現場写真の視認性及び編集性を向上させ
るアプリケーション・プログラム及びスマートデバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明に係るアプリケーション・プログラムは、記憶装
置を備えるスマートデバイスを、工事現場の写真画像を撮影する撮影手段、所定記入項目
が設けられた仮想表示板画像を前記記憶装置に記憶する第１記憶手段、前記仮想表示板画
像の所定記入項目に対し、前記工事現場に関するデータを入力する入力手段、前記撮影手
段により撮影された写真画像の上に、前記入力手段によりデータが入力された仮想表示板
画像を重畳して配置する画像編集手段、前記画像編集手段により前記入力された仮想表示
板画像が重畳して配置された仮想表示板付き写真画像を、前記スマートデバイスにおいて
保存するときに、前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前
記写真画像を含む形式の仮想表示板付き写真画像で前記記憶装置に記憶する第２記憶手段
、前記スマートデバイスにおいて保存された前記仮想表示板付き写真画像のうち選択され
た前記仮想表示板付き写真画像を前記スマートデバイスの外部に出力するときに、前記入
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力された仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像を含まない形
式の仮想表示板付き写真画像で出力する画像出力手段として機能させる。
　また、上記の目的を達成するために、本発明に係るアプリケーション・プログラムは、
記憶装置を備えるスマートデバイスを、工事現場の写真画像を撮影する撮影手段、所定記
入項目が設けられた仮想表示板画像を前記記憶装置に記憶する第１記憶手段、前記仮想表
示板画像の所定記入項目に対し、前記工事現場に関するデータを入力する入力手段、前記
撮影手段により撮影された写真画像の上に、前記入力手段によりデータが入力された仮想
表示板画像を重畳して配置する画像編集手段、前記画像編集手段により前記入力された仮
想表示板画像が重畳して配置された仮想表示板付き写真画像を、前記スマートデバイスに
おいて保存するときに、前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応
する前記写真画像を表示可能な形式の仮想表示板付き写真画像で前記記憶装置に記憶する
第２記憶手段、前記スマートデバイスにおいて保存された前記仮想表示板付き写真画像の
うち選択された前記仮想表示板付き写真画像を前記スマートデバイスの外部に出力すると
きに、前記入力された仮想表示板画像が重畳して配置される領域に対応する前記写真画像
を表示不可な形式の仮想表示板付き写真画像で出力する画像出力手段として機能させる。

【００１０】
　なお、本発明の構成要素、表現または構成要素の任意の組合せを、方法、装置、システ
ム、コンピュータプログラム、記録媒体、などに適用したものも本発明の態様として有効
である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、工事現場において現場写真の撮影業務を行うとき、その業務の効率化
を図るとともに、撮影された現場写真の視認性及び編集性を向上させるアプリケーション
・プログラム及びスマートデバイスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る全体構成図を示す。
【図２】本実施形態に係るスマートデバイス１の主要構成を示すハードウェア構成図であ
る。
【図３】本実施形態に係るスマートデバイス１の機能ブロック図の一例を示す。
【図４】本実施形態に係るＴＯＰ画面Ａ例を示す。
【図５】本実施形態に係る操作画面遷移例を示す。
【図６】本実施形態に係る画面Ｂ１例を示す。
【図７】本実施形態に係る画面Ｂ２－１例を示す。
【図８】本実施形態に係る画面Ｂ３例を示す。
【図９】本実施形態に係る画面Ｂ２－２例を示す。
【図１０】本実施形態に係る画面Ｂ３変形例を示す。
【図１１】本実施形態に係る画面Ｂ４例を示す。
【図１２】本実施形態に係る仮想黒板の配置位置及びサイズ変更操作例を示す。
【図１３】本実施形態に係る画面Ｄ１例（その１）を示す。
【図１４】本実施形態に係る画面Ｅ１例を示す。
【図１５】本実施形態に係る各設定パラメータの初期値の選択リスト例を示す。
【図１６】本実施形態に係るお気に入りの仮想黒板と仮想黒板付き写真の保存方法を説明
する図である。
【図１７】本実施形態に係るお気に入り保存用管理情報例を示す。
【図１８】本実施形態に係るお気に入り仮想黒板画像例を示す。
【図１９】本実施形態に係る仮想黒板付き写真保存用管理情報例を示す。
【図２０】本実施形態に係る画面Ｄ１例（その２）を示す。
【図２１】本実施形態に係る画面Ｄ１例（その３）を示す。



(7) JP 5652447 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

【図２２】本実施形態に係る画面Ｄ１例（その４）を示す。
【図２３】本実施形態に係る出力ＪＰＥＧ画像を示す。
【図２４】従来例に係るＥＸＩＦデータ例を示す。
【図２５】本実施形態に係る出力ＪＰＥＧ画像のＥＸＩＦデータ例を示す。
【図２６】本実施形態に係るＪＰＥＧ画像出力のフローチャートを示す。
【図２７】本実施形態に係るＪＰＥＧ画像出力の説明図を示す。
【図２８】本実施形態に係る写真画像検索に伴う表示例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。ところで近年、携帯電
話やＰＤＡなどの携帯情報端末が広く普及し、その携帯情報端末を操作して、メール、イ
ンターネット等が容易に行えるようになった。またさらに、最近ではそのような旧来型の
携帯情報端末をさらに進化させたスマートデバイスと称されるものも普及し、猛烈な速さ
でそのシェアを拡大しつつある。このスマートデバイスは、例えばスマートフォン、タブ
レット端末などに代表される。
【００１４】
　スマートデバイスの代表的な特徴は、その処理性能の向上に加え、何より画面上からタ
ッチ操作だけで端末操作を行える点にある。旧来型の携帯情報端末では、備え付けのハー
ドウェアキー操作により、端末操作を行っていたが、スマートデバイスの中には全くハー
ドウェアキーを備えない機種も存在し、画面上からのタッチ操作、ソフトウェアキー操作
だけで、一切の端末操作を行うことが可能となっている。本発明ではこのようなスマート
デバイスの操作性上の特徴に着目し、工事現場において、スマートデバイスを用いた現場
写真の撮影業務を行うものである。以下詳しく説明する。
【００１５】
　[システム構成]
　（全体構成）
　図１は、本実施形態に係る全体構成図を示す。本実施形態に係るスマートデバイス１は
、工事現場で現場写真の撮影作業に使用する装置である。具体的にスマートフォン、タブ
レット端末などにより実現されうる。工事現場において作業者は、スマートデバイス１に
付属されるカメラを使用し、被写体である撮影現場（撮影対象）の撮影を行う。上述の如
く、撮影された現場写真内には各種情報が記入された黒板が写っている必要があるが、本
実施形態においては上述のような黒板（黒板現物）は使用せず、スマートデバイス１のカ
メラによって撮影された撮影現場の写真に対し、アプリケーションが仮想的な電子黒板（
以下、仮想黒板と呼ぶ）を挿入することにより、現場写真を構成するようにする（詳細後
述）。
【００１６】
　なお、黒板とは、一般に文字や図などの情報を書くための黒又は緑の塗料を塗った板を
いうが、本実施形態で黒板という場合、黒又は緑色の板のみならず、白板（ホワイトボー
ド）なども含む概念として扱う。要するに、文字や図などの情報を表示するための表示板
でよい。
【００１７】
　測量器・測定器２、工事資料３は、スマートデバイス１に対し工事現場のまさにその場
で情報を提供するものである。仮想黒板に「測点」、「実測寸法」など、その場で測量さ
れた測量データを記入する場合、作業者は測量器・測定器２で測量データを測量・測定し
、測量器・測定器２からスマートデバイス１に対し、例えばＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商
標）といったデータ通信を介して測量データを送信する。また仮想黒板に「工事名」、「
工事場所」、「施工者」など、一般的な工事情報を記入する場合、作業者はスマートデバ
イス１のカメラによって工事資料３を撮影し、同画像から工事情報をテキスト化し入力し
たり、例えばバーコードやＱＲコード（登録商標）といった各種コード情報を介して工事
情報を入力する。これら工事情報は仮想黒板内に反映される。
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【００１８】
　サーバ４は、事務所やオフィスもしくはデータセンター等に設置され、工事情報管理に
用いられる管理サーバである。スマートデバイス１に対し、例えば無線ＬＡＮ(ＷｉＦｉ
等)、電話網／ＩＰ網回線（３Ｇ等）といったデータ通信を介して工事情報を入力したり
、また逆にスマートデバイス１からサーバ４に対し、同データ通信を介して撮影された現
場写真のアップロードを行う。なお、工事現場が例えば山奥に位置するなど周辺の通信事
情がよくない場合には、スマートデバイス１はサーバ４と通信を行うことはできないので
、この場合、工事現場入りに先駆けて予め工事情報を入力しておいたり、後日スマートデ
バイス１に保存されている現場写真のアップロードを行う。
【００１９】
　ＰＣ５は、工事報告書を作成する端末である。工事報告書を作成するにあたり、作業者
は、サーバ４から工事情報や既にアップロードされている現場写真を取得する。またもし
くはデジタルカメラからＵＳＢや記録媒体を介し現場写真を取得する。
【００２０】
　ＭＦＰ／ＬＰ６は、複合機やレーザープリンタであり、撮影された現場写真そのものや
、ＰＣ５で作成された工事報告書を印刷、出力する。スマートデバイス１からＭＦＰ／Ｌ
Ｐ６に対し、データ通信、ＵＳＢや記録媒体等を介し現場写真を移行し蓄積することもで
きる。
【００２１】
　クラウドストレージ７は、例えば、インターネットなどのネットワーク上に設置され、
現場写真をストレージ（蓄積）する記憶装置である。例えば、スマートデバイス１は、ク
ラウドストレージ７に対し、無線ＬＡＮ(ＷｉＦｉ等)、電話網／ＩＰ網回線（３Ｇ等）と
いったデータ通信を介して撮影された現場写真のアップロードを行う。スマートデバイス
１が撮影した現場写真を蓄積する記憶領域には容量に限りがあるため、代替の記憶領域と
してクラウドストレージ７を利用できる。
【００２２】
　また、クラウドストレージ７にストレージされた現場写真は、その後、様々な形態で活
用できる。例えば、ＰＣ５が工事報告書を作成するにあたり、クラウドストレージ７から
工事情報や既にアップロードされている現場写真を取得する。また、クラウドプリンティ
ングのようなプリントサービスと連携すれば、クラウドストレージ７にストレージされた
現場写真を任意に選択のうえ、プリントすることも可能である。これまでは一旦ＰＣ５で
現場写真を整理してプリントを行っていたところ、ダイレクトにスマートデバイス１から
プリントを行えるという利点がある。
【００２３】
　（ハードウェア）
　ここで、本実施形態に係るスマートデバイス１のハードウェア構成について説明してお
く。図２は、本実施形態に係るスマートデバイス１の主要構成を示すハードウェア構成図
である。スマートデバイス１は、主要な構成として、ＣＰＵ１１、記憶装置１２、表示装
置１３、入力装置１４、通信装置１５、外部インタフェース装置１６、撮影装置１７、及
びＧＰＳ１８を含む構成である。
【００２４】
　ＣＰＵ１１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路から構成され、装置全体を制御す
る回路である。スマートデバイス向けＯＳ（Operating System）や各種アプリケーション
プログラム等に基づいた処理を実行する。
【００２５】
　記憶装置１２は、スマートデバイス向けＯＳや各種アプリケーション、その他各種デー
タを格納するメモリである。記憶装置１２は、ＣＰＵ１１が各種プログラムを実行して各
種の制御を行うときの作業エリア（ワーク領域）として使用するＲＡＭ、所定の制御プロ
グラム等を記憶した不揮発性のＲＯＭ、比較的大容量のデータを記憶したＨＤＤ等を含む
。本実施形態においては、スマートデバイス用アプリケーション・プログラム（例えば「
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工事現場黒板アプリ」）をここへ予めインストールしておくものとする。
【００２６】
　表示装置１３は、各種データを表示画面に表示するディスプレイである。また入力装置
１４は、ユーザが各種入力操作を行うための装置である。本実施形態に係るスマートデバ
イス１の入力装置１４は、ハードウェアキーの他、表示装置１３の表示画面上に重畳する
ように設けられたタッチパネルスイッチを含む。この場合、ＯＳの入力系プログラムによ
るタッチパネルスイッチ制御により、ソフトウェアキーが実現される。即ち画面上からの
タッチ操作、ソフトウェアキー操作だけで、一切の端末操作を行うことが可能となってい
る。
【００２７】
　通信装置１５は、他の機器との通信を行う装置である。有線ネットワークや無線ネット
ワークなど含む各種ネットワーク形態に応じた通信をサポートする。本実施形態に係るス
マートデバイスでは、具体的に例えば無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ等）、電話網／ＩＰ網回線（
３Ｇ等）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線通信等々をサポートする。
【００２８】
　外部インタフェース装置１６は、外部からの記録媒体を接続し、端末内に記録媒体内の
データの入出力を行うインタフェースである。例えばＵＳＢメモリ、ＳＤカード等のメモ
リカードをセットすることで外部からの情報を取得したり、出力できる。
【００２９】
　撮影装置１７は、スマートデバイス１に備えられているデジタル・カメラである。撮像
レンズを備え、撮像された撮像画像（写真画像）を画像データ（写真データ）としてスマ
ートデバイス１内に取り込む。なお撮影装置１７から工事資料３のバーコードやＱＲコー
ド（登録商標）などの各種コード情報を撮像すると、所定のアプリケーションを介し、コ
ード内のテキストデータ等を読み取ることも可能である。
【００３０】
　ＧＰＳ１８は、グローバル・ポジショニング・システム（Global Positioning System
）から、地球上の現在位置情報を受信するＧＰＳ受信機である。即ちＧＰＳ１８は、ＧＰ
Ｓ衛星から現在位置情報（位置座標）を取得する。
【００３１】
　（機能）
　次に、本実施形態に係るスマートデバイス１の主要機能構成について説明する。図３は
、本実施形態に係るスマートデバイス１の機能ブロック図の一例を示す。スマートデバイ
ス１は、図に示されるように、記憶部１０１、タッチパネル１０２、撮影部１０３、通信
部１０４、入力部１０５、画像編集部１０６、画像再現部１０７、画像出力部１０８を含
み構成される。
【００３２】
　記憶部１０１は、例えば記憶装置１２により実現され、所定の記入項目（未記入）が設
けられた仮想黒板画像を予め記憶する。また、写真画像（例えば現場写真）上に対し、仮
想黒板画像が配置された仮想黒板付き写真画像（例えば仮想黒板付き現場写真）が作成さ
れると、これを保存する。このとき記憶部１０１は、その保存の方法として、撮影された
写真画像と、予めテンプレートとして記憶された仮想黒板画像と、写真画像上の仮想黒板
画像の位置情報と、写真画像上の仮想黒板画像のサイズ情報と、仮想黒板画像の所定記入
項目に入力されたデータとを対応付けて、それぞれ保存するが、この点詳細は後述する。
【００３３】
　タッチパネル１０２は、例えば入力装置１４により実現される操作部１０２ａと表示装
置１３により実現される表示部１０２ｂとを含むタッチパネル式ディスプレイである。こ
のように本実施形態に係るスマートデバイス１は、このタッチパネル式ディスプレイを備
えるため、画面上からのタッチ操作、ソフトウェアキー操作だけで、一切の端末操作を行
うことが可能となっている。
【００３４】
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　撮影部１０３は、例えば撮影装置１７により実現され、スマートデバイス１に備えられ
ているデジタル・カメラである。撮像された撮像画像（写真画像）を画像データ（写真デ
ータ）としてスマートデバイス１内に取り込む。なおまた撮影部１０３から工事資料３の
バーコードやＱＲコード（登録商標）などの各種コード情報を撮像すると、所定のアプリ
ケーションを介し、コード内のテキストデータ等を読み取ることも可能である。
【００３５】
　通信部１０４は、例えば通信装置１５により実現され、他の機器との通信を行う。本実
施形態に係るスマートデバイスでは、具体的に例えば無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ等）、電話網
／ＩＰ網回線（３Ｇ等）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線通信等々をサポート
し、測量器・測定器２、サーバ４、ＰＣ５、ＭＦＰ／ＬＰ６等の各種装置との通信を行う
。
【００３６】
　入力部１０５は、記憶部１０１に保存されている仮想黒板画像の所定記入項目（未記入
）に対し、工事現場に関するデータを入力する。これにより未記入であった仮想黒板画像
に対し、工事に関する所定のデータが入力される。なお、ここで入力されるデータは、仮
想黒板画像に設けられている記入項目に従うが、具体的に例えば、測量器・測定器２によ
り測量された測量データ（「測点」、「実測寸法」等々）や、サーバ４又は各種コード情
報等でも管理される一般的な工事情報（「工事名」、「工事場所」、「施工者」等々）で
ある。なおまた、データの入力方法としては、ユーザによるタッチパネル１０２からのソ
フトウェアキー入力により入力されたり、通信部１０４を介して入力されうる。
【００３７】
　画像編集部１０６は、撮影部１０３により撮影された写真画像の上に、入力部１０５に
よりデータが入力された仮想黒板画像を重畳して配置する。これにより、仮想黒板付き写
真画像（例えば仮想黒板付き現場写真）が完成する。完成した仮想黒板付き写真画像は上
述の如く、記憶部１０１に保存される。
【００３８】
　画像再現部１０７は、記憶部１０１に記憶された仮想黒板付き写真画像を再現し、表示
装置上に表示させる。画像再現部１０７は、その仮想黒板付き写真画像を再現するとき、
該写真画像に対応付けられている仮想黒板画像を記憶部１０１から取得し、該仮想黒板画
像の所定記入項目に対し対応するデータを入力し、対応する位置情報に基づいて、対応す
るサイズ情報により特定されるサイズの該仮想黒板画像を、該写真画像上に重畳して配置
することにより再現するが、この点詳細は後述する。
【００３９】
　画像出力部１０８は、記憶部１０１に記憶され、再現された仮想黒板付き写真画像を対
照として、同仮想黒板付き写真画像をＪＰＥＧ形式のＪＰＥＧ画像として出力する。より
具体的に、データが入力された仮想黒板を写真画像上に重畳させることにより、仮想黒板
と写真画像が一体合成された仮想黒板付き写真画像のＪＰＥＧファイルを生成し出力する
。
【００４０】
　以上これらの機能は、実際にはスマートデバイス１のＣＰＵ１１が実行するスマートデ
バイス向けＯＳ及びスマートデバイス用アプリケーション・プログラム（例えば「工事現
場黒板アプリ」）によりコンピュータに実現させるものである。
【００４１】
　[スマートデバイス１の操作画面遷移例]
　図４は、本実施形態に係るＴＯＰ画面Ａ例を示す。ＴＯＰ画面Ａは、ユーザがまずスマ
ートデバイス用アプリケーション・プログラム（例えば「工事現場黒板アプリ」）を起動
すると、その表示画面においてまず表示される画面である。ＴＯＰ画面Ａには、図に示さ
れるように「お気に入り」、「黒板選択」、「撮影」、「写真保管庫」、「各種設定」等
の操作ボタンが設けられている。
【００４２】
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　図５は、本実施形態に係る操作画面遷移例を示す。ユーザはまずスマートデバイス用ア
プリケーション・プログラムを起動し、ＴＯＰ画面Ａにおいて、各操作ボタンを操作する
と、以下の通り画面が遷移する。
「お気に入り」：画面Ｃ１－２へ
「黒板選択」：画面Ｃ１－１へ
「撮影」：画面Ｂ１へ
「写真保管庫」：画面Ｄ１へ
「各種設定」：画面Ｅ１へ
　Ｂ操作は、現場写真の作成を行う操作である。Ｂ操作では、現場写真の撮影、仮想黒板
の選択、管理項目入力、仮想黒板の配置というステップを経て、最終的に仮想黒板付き写
真画像が作成される。
【００４３】
　Ｃ操作は、Ｂ操作とその操作順序は異なるものの、Ｂ操作と同様に現場写真の作成を行
う操作である。Ｃ操作では、先に仮想黒板の選択、管理項目入力のうえ、現場写真の撮影
、仮想黒板の配置というステップを経て、最終的に仮想黒板付き写真画像が作成される。
【００４４】
　Ｄ操作は、仮想黒板付き写真の参照等を行う操作である。Ｂ操作又はＣ操作により作成
された仮想黒板付き写真は保存されるので、Ｄ操作により既に作成された仮想黒板付き写
真の参照したり、任意の写真を選択のうえ、サーバ４、ＰＣ５、ＭＦＰ／ＬＰ６、又は記
録媒体等に対し出力することができる。
【００４５】
　Ｅ操作は、各種設定を行う操作である。Ｅ操作では、例えば仮想黒板の初期カラー、初
期位置、初期サイズ等々の設定を行うことができる。
【００４６】
　以下、図５を参照しながら、各操作について詳しく説明する。
【００４７】
　（Ｂ操作例）
　まずここでは、Ｂ操作について説明するので、ＴＯＰ画面Ａにおいて、操作ボタン「撮
影」が操作（例えばタッチ）されたものとし、このとき画面は画面Ｂ１へ遷移する。
【００４８】
　図６は、本実施形態に係る画面Ｂ１例を示す。図に示されるように、画面Ｂ１において
は、スマートデバイス１内蔵のカメラアプリが立ち上がり、撮影モードに移行する。スマ
ートデバイス１の画面には、撮影部１０３を通じて写る工事現場（図ではビル敷地内の筒
型ベンチの例）が写し出されるので、ユーザが撮影操作を行うことにより同写真が撮影さ
れる。
【００４９】
　図７は、本実施形態に係る画面Ｂ２－１例を示す。画面Ｂ１において写真が撮影される
と、画面は画面Ｂ２－１へ遷移する。画面Ｂ２－１において、図に示されるように、複数
のパターンの仮想黒板のテンプレート（雛形）が予めプレインストールされて提供されて
おり、ユーザはこの中から使用する仮想黒板をタッチ選択する。
【００５０】
　図８は、本実施形態に係る画面Ｂ３例を示す。（ａ）は、ユーザにより選択された仮想
黒板である。また図に示されるように仮想黒板には、所定の記入項目（未記入）が設けら
れており、ここに撮影された写真に関する管理情報がそれぞれ入力部１０５により入力さ
れる。なお、仮想黒板中の記入項目のうち「位置」には、ＧＰＳ１８より自動で取得され
た現在地の位置情報（位置座標）が既に入力される。またこの位置情報に基づいて、ここ
に具体的な住所が自動入力されるようにすることも可能である。
【００５１】
　そして（ｂ）に示されるように、仮想黒板中の未記入項目のうち「工事名」を入力すべ
く、「工事名」の空欄上がタッチされると、ソフトウェアキーが立ち上がるので、ユーザ
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はこのソフトウェアキーを使用して具体的な工事名を入力する。ここでは例えば「○○ビ
ル改修工事」と入力する。また同様の要領で、ユーザはソフトウェアキーを使用して具体
的な工種を入力する。ここでは例えば「建築一式（建築）」と入力する。
【００５２】
　なお、仮想黒板中、「位置」の下方にあるフリースペースには、必要に応じて、例えば
豆図といわれる工事図面を添付したり、その他工事に関する任意の工事情報等を入力する
ことが可能である。
【００５３】
　以上の入力が終了すると、（ｃ）に示されるように、仮想黒板は全ての記入項目が入力
された状態になる。ユーザは全ての入力を終えると、画面（ｃ）中、操作ボタン「黒板貼
付」をタッチする。
【００５４】
　なお、ここで画面（ｃ）中、操作ボタン「黒板登録」をタッチしておくと、この記入項
目が全て入力済みの仮想黒板が別途お気に入りの仮想黒板として保存される（画面Ｂ２－
２、Ｃ１－２）。
【００５５】
　図９は、本実施形態に係る画面Ｂ２－２例を示す。ここには、お気に入りの仮想黒板と
して「黒板登録」された仮想黒板が表示されている。未記入の仮想黒板に対し、一度記入
項目を入力した状態のものが保存されるので、この仮想黒板を再利用することにより入力
作業の効率化を図れる。例えば同一工事現場内で複数の現場写真を撮影する場合、この仮
想黒板を再利用すれば、同一情報の入力を省略することが可能である。
【００５６】
　ここで再び図５を参照する。例えば画面Ｂ２－１に代えて、画面Ｂ２－２を経由し、こ
こでお気に入りの中から１の仮想黒板を選択する。この場合、次の画面Ｂ３では、記入項
目が全て入力済みであるお気に入りの仮想黒板が呼び出されて表示されるので（例えば図
８の（ｃ）参照）、ここでユーザは何ら入力作業を要することなく、画面（ｃ）中、操作
ボタン「黒板貼付」をタッチすればよい。
【００５７】
　図１０は、本実施形態に係る画面Ｂ３変形例を示す。（ａ）は、ユーザにより選択され
た仮想黒板である。図８（ａ）と同様、仮想黒板中の記入項目のうち「位置」には、ＧＰ
Ｓ１８より自動で取得された現在地の位置情報（位置座標）が既に入力される。また本変
形例では、「工事名」についても既に入力されている。本実施形態に係るスマートデバイ
ス１では上述の如く、通信部１０４を介し、測量器・測定器２により測量された測量デー
タ（「測点」、「実測寸法」等々）や、サーバ４又は各種コード情報等でも管理される一
般的な工事情報（「工事名」、「工事場所」、「施工者」等々）を入力することが可能と
なっている。従って、仮想黒板の記入項目のうちこの「工事名」には、外部から入力され
ている工事情報に基づき、その入力値が入力部１０５により自動入力されたものとなって
いる。
【００５８】
　続いて（ｂ）に示されるように、仮想黒板中の未記入項目のうち「工種」を入力すべく
、ユーザにより「工種」の空欄上がタッチされると、選択リストが表示される。「工種」
の場合、定型の入力値が入力されるため、選択リストには、取りうる入力値の情報が複数
予め保持されている。従ってユーザは選択リストの中から該当する１の「工種」を選択す
ることにより入力値を容易に入力できる。なお、工事情報により１の「工種」が決定され
入力されていれば、選択リストを経由することなく、上述の「工事名」と同様、「工種」
にも、外部から入力されている工事情報に基づき、その入力値が自動入力される。
【００５９】
　以上、本変形例において入力が終了すると、（ｃ）に示されるように、仮想黒板は全て
の記入項目が入力された状態になる。そしてユーザは全ての入力を終えると、画面（ｃ）
中、操作ボタン「黒板貼付」をタッチする。
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【００６０】
　図１１は、本実施形態に係る画面Ｂ４例を示す。画面Ｂ４においては、撮影した写真の
上に重畳して記入項目が入力済みの仮想黒板が画像編集部１０６により配置される。ここ
では、図６のＢ１で撮影された写真上に対し、図８（ｃ）又は図１０（ｃ）で記入項目が
入力された仮想黒板が配置されていることが分かる。この写真画像が、仮想黒板付き写真
画像（現場写真）である。
【００６１】
　ここで、ユーザはタッチパネルからの操作により、仮想黒板の配置位置やサイズを変更
することができる。仮想黒板の配置位置やサイズの初期値は初期設定に従うが、撮影した
写真によっては初期値のままであると、仮想黒板の存在により、工事現場の画像が見えな
くなっている場合がある。そこで、ユーザは画面Ｂ４を確認のうえ、仮想黒板の初期配置
位置、初期サイズに不都合ある場合、仮想黒板の配置位置やサイズを変更する。
【００６２】
　図１２は、本実施形態に係る仮想黒板の配置位置及びサイズ変更操作例を示す。（ａ）
は、仮想黒板の配置位置の変更操作を示す。図に示されるように、ユーザはタッチパネル
１０２上で仮想黒板を指でなぞるように操作することにより、容易に仮想黒板の位置を変
更させることができる。また（ｂ）は、仮想黒板のサイズの変更操作を示す。図に示され
るように、ユーザはタッチパネル１０２上で仮想黒板を指で縮小（又は拡大）するように
操作することにより、容易に仮想黒板のサイズを変更させることができる。また仮想黒板
の配置位置及びサイズを同時に変更操作できることは言うまでもない。
【００６３】
　以上、ユーザは仮想黒板付き写真画像の確認を終えると、図１１の画面中、操作ボタン
「保存」をタッチすることにより、同写真画像を保存する。なお、ここで保存された仮想
黒板付き写真は、アプリケーション上、後述の「写真保管庫」（画面Ｄ１）に保存される
。
【００６４】
　（Ｃ操作例）
　Ｃ操作は、Ｂ操作とその操作順序は異なるものの、Ｂ操作と同様に現場写真の作成を行
う操作である。Ｃ操作では、先に仮想黒板の選択、管理項目入力のうえ、現場写真の撮影
、仮想黒板の配置というステップを経て、最終的に仮想黒板付き写真画像が作成される。
以下簡単に説明する。
【００６５】
　再び図４を参照する。Ｃ操作の場合、ＴＯＰ画面Ａにおいて、操作ボタン「黒板選択」
又は「お気に入り」が操作（例えばタッチ）される。
【００６６】
　「黒板選択」が操作されると、画面は画面Ｃ１－１へ遷移する。画面Ｃ１－１は、図７
と同様、複数のパターンの仮想黒板のテンプレート（雛形）が予めプレインストールされ
て提供されている（図７参照）。ユーザはこの中から使用する仮想黒板をタッチ選択する
。
【００６７】
　そして画面Ｃ２において、図８、１０と同様、選択された仮想黒板には、所定の記入項
目（未記入）が設けられており、ユーザは仮想黒板中の未記入項目に対し、ソフトウェア
キーを使用して具体的な入力値を入力する（図８参照）。またもしくは上述したように、
本実施形態に係るスマートデバイス１では上述の如く、通信部１０４を介し、測量器・測
定器２により測量された測量データや、サーバ４又は各種コード情報等でも管理される一
般的な工事情報を入力することが可能となっているので、この場合、このような仮想黒板
の記入項目には、外部から入力されている工事情報に基づき、その入力値が自動入力され
る（図１０参照）。
【００６８】
　一方、ＴＯＰ画面Ａにおいて、操作ボタン「お気に入り」が操作された場合、画面Ｃ１
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－２に遷移する。図９と同様、お気に入りの仮想黒板として「黒板登録」された仮想黒板
が表示されている（図９参照）。既に記入項目が入力済みの仮想黒板が保存（登録）され
ている場合には、お気に入りの中から１の仮想黒板を選択できる。この場合、次の画面Ｃ
２では記入項目が全て入力済みの仮想黒板が呼び出されて表示されるので、ここでユーザ
は何ら入力作業を要しないことは上述したとおりである。
【００６９】
　次いで、画面Ｃ３へ遷移する。画面Ｃ３において、図６と同様、スマートデバイス１内
蔵のカメラアプリが立ち上がり、撮影モードに移行する。スマートデバイス１の画面には
、撮影部１０３を通じて写る工事現場（図ではビル敷地内の筒型ベンチの例）が写し出さ
れるので、ユーザが撮影操作を行うことにより同写真が撮影される（図６参照）。
【００７０】
　次いで、画面Ｃ４へ遷移する。画面Ｃ４においては、撮影した写真の上に重畳して記入
項目が入力済みの仮想黒板が配置される（図１１参照）。またここで、ユーザはタッチパ
ネルからの操作により、仮想黒板の配置位置やサイズを変更することができることは上述
したとおりである。
【００７１】
　以上、ユーザは仮想黒板付き写真画像の確認を終えると、画面中、操作ボタン「保存」
をタッチすることにより、同写真画像を保存する。なお、ここで保存された仮想黒板付き
写真は、アプリケーション上、「写真保管庫」（画面Ｄ１）に保存される。
【００７２】
　（Ｄ操作例）
　Ｄ操作は、仮想黒板付き写真の参照等を行う操作である。Ｂ操作又はＣ操作により作成
された仮想黒板付き写真画像は保存されているので、ユーザはここから既に作成された仮
想黒板付き写真を参照したり、任意の写真を選択のうえ、サーバ４、ＰＣ５、ＭＦＰ／Ｌ
Ｐ６、又は記録媒体等に対し出力することができる。
【００７３】
　図１３は、本実施形態に係る画面Ｄ１例（その１）を示す。ＴＯＰ画面Ａにおいて、操
作ボタン「写真保管庫」が操作されると、当画面へ遷移する。図に示されるように、画面
Ｄ１の「写真保管庫」において、これまでＢ操作又はＣ操作により作成された仮想黒板付
き写真が一覧表示される。各写真はサムネイル形式で縮小されて表示されるので、例えば
ユーザが所望の写真をタッチすると、その写真が画面上に拡大表示される。また操作ボタ
ン「スライドショー」をタッチすると、「写真保管庫」内の写真が順次スライド式に表示
される。
【００７４】
　なおまた、「写真保管庫」においては、１又は複数の任意の写真を選択のうえ、サーバ
４、ＰＣ５、ＭＦＰ／ＬＰ６、又は記録媒体等に対し出力することができる。ユーザは、
この「写真保管庫」内の仮想黒板付き写真画像（現場写真画像）をＰＣ５に最終的に取り
込み、その仮想黒板付き写真画像を使用して工事報告書を作成することになる。
【００７５】
　（Ｅ操作例）
　Ｅ操作は、各種設定を行う操作である。Ｅ操作では、仮想黒板に関する各設定パラメー
タの初期値の設定を行うことができる。
【００７６】
　図１４は、本実施形態に係る画面Ｅ１例を示す。画面Ｅ１では図に示されるように、例
えば「黒板のカラー」、「黒板の位置」、「黒板のサイズ」、「黒板の形状」の初期値の
設定を行うことができる。ユーザが初期値の設定変更を行う場合、該当の設定値欄がタッ
チされると、それぞれ対応する選択リストが表示される。
【００７７】
　図１５は、本実施形態に係る各設定パラメータの初期値の選択リスト例を示す。（ａ）
は「黒板のカラー」の選択リスト、（ｂ）は「黒板の位置」の選択リスト、（ｃ）は「黒



(15) JP 5652447 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

板の形状」の選択リスト、（ｄ）は「黒板のサイズ」の選択リストの選択リスト例である
。ユーザは選択リストから所望（任意）の初期値を選択し設定する。
【００７８】
　再び図１１を参照する。画面Ｂ４においては、撮影した写真の上に重畳して記入項目が
入力済みの仮想黒板が配置されるが、ここでデフォルト（標準）として配置される仮想黒
板のカラー、位置、サイズ、形状は、画面Ｅ１において設定された初期値に従う。このよ
うに、ユーザは仮想黒板に関する各設定パラメータに対し、画面Ｅ１で予め所望の初期値
を設定しておくことにより、仮想黒板付き現場写真を作成するにあたって、最も使い勝手
のよい仮想黒板を初期状態として配置できる。
【００７９】
　勿論、画面Ｅ１において設定された初期値は、あくまで初期状態として配置される仮想
黒板の状態を設定するものであって、上述の如くユーザはタッチパネルからの操作により
、仮想黒板の配置位置やサイズを変更することができる。つまり仮想黒板の配置位置やサ
イズの初期値は初期設定に従うが、仮想黒板の初期配置位置、初期サイズ等に不都合ある
場合、仮想黒板の配置位置やサイズを任意に変更できる。
【００８０】
　[お気に入りの仮想黒板と仮想黒板付き写真の保存方法]
　図１６は、本実施形態に係るお気に入りの仮想黒板と仮想黒板付き写真の保存方法を説
明する図である。既に述べたように、本実施形態において使用される仮想黒板は、複数の
パターンの仮想黒板のテンプレート（雛形）としてプレインストールされて提供されてお
り、従って記憶部１０１には、所定の記入項目（未記入）が設けられた仮想黒板画像が予
め記憶されている。また、撮影部１０３により写真画像が撮影されると、撮像された写真
画像は画像データとして記憶部１０１に保存される。
【００８１】
　（お気に入りの仮想黒板）
　まず、お気に入りの仮想黒板の保存方法について説明する。上述したように、本実施形
態に係るスマートデバイス１では、記入項目が入力済みの仮想黒板を別途お気に入りの仮
想黒板として保存できる。従ってアプリケーション上において、お気に入りから保存され
ている仮想黒板を呼び出して再利用することで、次回以降同一情報の入力を省略すること
が可能となっている（図９参照）。
【００８２】
　図１７は、本実施形態に係るお気に入り保存用管理情報例を示す。お気に入り保存用管
理情報は、記入項目が入力済みの仮想黒板を保存し、画像として再構成（再現）するため
の情報である。上述の如く、記入項目が入力済みの仮想黒板が別途お気に入りの仮想黒板
として保存されると、お気に入り仮想黒板を保存管理するための「お気に入り保存用管理
情報」が生成される。図１７の場合、３つの仮想黒板がお気に入りとして登録されるお気
に入り保存用管理情報を示している。
【００８３】
　例えば、「お気に入りＮｏ」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０１－１は、記憶部１０１に記憶され
た所定の記入項目（未記入）の仮想黒板画像である「Ｔｅｍｐｌａｔｅ０１．ｊｐｇ」に
対する入力データが保持されている。つまり、「お気に入りＮｏ」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０
１－１は、仮想黒板画像テンプレート「Ｔｅｍｐｌａｔｅ０１．ｊｐｇ」に対し、「工事
件名」：駅前広場改修工事、「工事場所」：○○駅前、「施工者」：田中建設（株）を記
入項目内の入力値とすることにより、再現される仮想黒板画像である。
【００８４】
　図１８は、本実施形態に係るお気に入り仮想黒板画像例を示す。図に示すお気に入り仮
想黒板画像（一覧）は、３つの仮想黒板がお気に入りとして登録されている図１７の保存
用管理情報に対応するものである。例えば、上述の「お気に入りＮｏ」：Ｔｅｍｐｌａｔ
ｅ０１－１の場合、記憶部１０１から仮想黒板画像テンプレート「Ｔｅｍｐｌａｔｅ０１
．ｊｐｇ」が取得され、この仮想黒板画像内の記入項目に対し、「工事件名」：駅前広場
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改修工事、「工事場所」：○○駅前、「施工者」：田中建設（株）の入力値が入力される
ことにより、再現された仮想黒板画像である。
【００８５】
　このように本実施形態に係るスマートデバイス１では、記入項目が入力済みの仮想黒板
を別途お気に入りの仮想黒板として保存する際、記入項目が入力済みの仮想黒板「画像」
そのものとして保存せずに、お気に入り保存用管理情報というテキスト形式の情報で保存
する。つまり、仮想黒板画像テンプレートと、入力データとをそれぞれ別に保存しつつも
、それぞれを対応付けて保存しておく。そして上述の如く、記憶部１０１に予め記憶され
ている仮想黒板画像テンプレートとお気に入り保存用管理情報とを使用して、お気に入り
の仮想黒板画像を再現することにより、スマートデバイス１の必ずしも大きいとは言えな
い記憶容量の節約を行うとともに、お気に入りの仮想黒板の編集性を向上させることがで
きる。
【００８６】
　（仮想黒板付き写真画像）
　次に仮想黒板付き写真の保存方法について説明する。上述したように、アプリケーショ
ン上において、仮想黒板付き写真は、「写真保管庫」に保存される。Ｄ操作、つまりＴＯ
Ｐ画面Ａにおいて操作ボタン「写真保管庫」が操作されると、「写真保管庫」（図１４参
照）へ遷移し、ユーザは既に作成された仮想黒板付き写真画像を参照することが可能であ
る。
【００８７】
　一方、スマートデバイス１においては、実際の仮想黒板付き写真は、記憶部１０１によ
り保存されるが、その保存の方法として、撮影された写真画像と、予めテンプレートとし
て記憶された仮想黒板画像と、写真画像上の仮想黒板画像の位置情報と、写真画像上の仮
想黒板画像のサイズ情報と、仮想黒板画像の所定記入項目に入力されたデータとを対応付
けて、それぞれ保存される。
【００８８】
　上述の如く、撮影部１０３により写真画像が撮影されると、撮像された写真画像は画像
データとして記憶部１０１に保存される。そして撮像された写真画像上に仮想黒板画像が
配置され、「写真保管庫」（図１４参照）へ保存されると、仮想黒板付き写真画像を保存
管理するための「仮想黒板付き写真保存用管理情報」が生成される。
【００８９】
　図１９は、本実施形態に係る仮想黒板付き写真保存用管理情報例を示す。「仮想黒板付
き写真保存用管理情報」は、仮想黒板付き写真を保存し、画像として再構成（再現）する
ための情報である。（０）に示されるように、写真画像の保存管理上の固有識別子である
「写真画像Ｎｏ」と、基礎となる写真画像を特定するための「写真画像」（ファイル名）
と、使用する黒板画像テンプレートを特定するための「黒板画像」（ファイル名）と、黒
板画像に関する各初期値である「黒板画像の設定パラメータ」とが対応付けられて管理さ
れる。また（１）、（２）、（３）等に示されるように、「写真画像Ｎｏ」と、各黒板画
像に対する入力データ（入力値）とが対応付けられて管理される。
【００９０】
　ここで、例えば（０）を参照し、スマートデバイス１（画像再現部１０７）が１行目の
「写真画像Ｎｏ」：００１として保存されている仮想黒板付き写真画像を再構築（再現）
する場合の例を取り上げる。まず「写真画像」：００１．ｊｐｇのファイルデータを取得
する。また使用する黒板画像テンプレートは「黒板画像」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０２．ｊｐ
ｇであるので、Ｔｅｍｐｌａｔｅ０２．ｊｐｇのファイルデータを取得する。
【００９１】
　次に、使用する黒板画像テンプレートである「黒板画像」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０２．ｊ
ｐｇ上の所定の記入項目に入力された各入力値を得るため、（２）を参照する。「写真画
像Ｎｏ」：００１に対応付けられているのは、「工事名」：○○ビル改修工事、「工種」
：建築一式(建築)、「位置」：（３６．１４０）、フリースペース：なしであるので、こ
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れら各入力値を取得する。
【００９２】
　なお、仮に「黒板画像」がＴｅｍｐｌａｔｅ０１．ｊｐｇであれば、「Ｔｅｍｐｌａｔ
ｅ０１．ｊｐｇ上の所定の記入項目に入力された各入力値を得るためには、（１）を参照
し、また仮に「黒板画像」がＴｅｍｐｌａｔｅ０３．ｊｐｇであれば、「Ｔｅｍｐｌａｔ
ｅ０３．ｊｐｇ上の所定の記入項目に入力された各入力値を得るためには、（３）を参照
すればよい。「黒板画像」によって所定の記入項目は異なるため、黒板画像テンプレート
毎に管理情報を分別したものである。
【００９３】
　再び（０）を参照し、「写真画像Ｎｏ」：００１の「黒板画像」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０
２．ｊｐｇに関する各初期値は、「黒板のカラー」：ブラック、「黒板の位置」：左上、
「黒板の形状」：横型、「黒板のサイズ」：Ｗ２５０×Ｈ２００であるので、これら各初
期値を取得する。
【００９４】
　そして、「黒板画像」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０２．ｊｐｇに対し、「黒板のカラー」：ブ
ラック、「黒板の形状」：横型、「黒板のサイズ」：Ｗ２５０×Ｈ２００になるよう黒板
画像を編集する。次に「黒板画像」：Ｔｅｍｐｌａｔｅ０２．ｊｐｇ上の所定の記入項目
に対し、「工事名」：○○ビル改修工事、「工種」：建築一式(建築)、「位置」：（３６
．１４０）、フリースペース：なしの入力値を入力することにより、記入項目入力済みの
黒板画像を作成する。最後に撮影された写真画像である「写真画像」：００１．ｊｐｇの
上に重畳するように、この黒板画像を「黒板の位置」：左上に配置することで、仮想黒板
付き写真画像が再構成されて表示される（図１１参照）。
【００９５】
　以上このように、本実施形態に係るスマートデバイス１では、作成された仮想黒板付き
写真を保存する際、仮想黒板付き写真「画像」そのものとして保存せずに、記憶部１０１
において、撮影された写真画像と、仮想黒板画像テンプレートと、「仮想黒板付き写真保
存用管理情報」（写真画像上の仮想黒板画像の位置情報、サイズ情報と、仮想黒板画像の
所定記入項目に入力されたデータ）とを対応付けて、それぞれ保存する。そして上述の如
く、記憶部１０１に予め記憶されている仮想黒板画像テンプレートと、撮影された写真画
像と、仮想黒板付き写真保存用管理情報とを使用して仮想黒板付き写真画像を再現するこ
とにより、スマートデバイス１の必ずしも大きいとは言えない記憶容量の節約を行うとと
もに、仮想黒板付き写真画像の編集性を向上させることができる。
【００９６】
　（仮想黒板付き写真画像の編集について）
　ここで、仮想黒板付き写真画像の保存方法に対し、仮想黒板に全所定記入項目にデータ
が入力され、所定の位置、サイズ等で仮想黒板が写真画像上に配置された仮想黒板付き写
真「画像」として保存する場合、つまり仮想黒板と写真画像が一体合成された仮想黒板付
き写真「画像」として保存する場合、その事後編集が困難であるという問題がある。
【００９７】
　この仮想黒板付き写真「画像」を事後編集する例として、例えば、撮影された写真画像
上の仮想黒板の配置位置を変更する場合、仮想黒板が写真画像上に一体合成されていると
するならば、合成後、ユーザがタッチパネル１０２を操作することによる仮想黒板の位置
変更やサイズ変更は困難である。
【００９８】
　例えば、仮想黒板が写真画像上に一体合成されている場合であって、その仮想黒板の位
置変更を行おうとする場合、位置変更前の仮想黒板の位置には、写真画像情報は存在しな
いので、仮想黒板の位置変更後は、写真画像上、位置変更前の仮想黒板の位置は空白画像
になってしまうという不具合が生じることになる。また、仮想黒板のサイズ変更（縮小）
を行ったとしても、サイズ変更前とサイズ変更後の仮想黒板では、その差分の写真画像情
報は存在しないので、写真画像上、サイズ変更後の仮想黒板の周辺は、やはり空白画像に
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なってしまうという不具合が生じることになる。
【００９９】
　一方、本実施形態に係るスマートデバイス１では、上述の如く、作成された仮想黒板付
き写真を保存する際、仮想黒板付き写真「画像」そのものとして保存せずに、記憶部１０
１において、撮影された写真画像と、仮想黒板画像テンプレートと、「仮想黒板付き写真
保存用管理情報」（写真画像上の仮想黒板画像の位置情報、サイズ情報と、仮想黒板画像
の所定記入項目に入力されたデータ）とを対応付けて、それぞれ保存している。
【０１００】
　このため、本実施形態に係るスマートデバイス１では、「仮想黒板付き写真保存用管理
情報」において、「黒板画像の設定パラメータ」のうち「黒板の位置」の情報、又は「黒
板のサイズ」の情報のみを書き換えて、変更しさえすればよい。例えば（０）を参照する
と、３行目の「写真画像Ｎｏ」：００３として保存されている仮想黒板付き写真では、「
黒板の位置」（写真画像上の位置座標（１０．１０））及び「黒板のサイズ」（Ｗ１２０
×Ｈ１００）が、初期値（例えば図１５（ｂ）、（ｄ）参照）から変更されている。
【０１０１】
　但し、このような、撮影された写真画像と、仮想黒板画像テンプレートと、「仮想黒板
付き写真保存用管理情報」とを対応付けて、それぞれ保存するという保存方法は、「工事
現場黒板アプリ」を有するスマートデバイス１やＰＣ等でのみ可能である。従って、工事
の発注元などに工事報告書としての仮想黒板付き写真画像を提出する場合には、最終的に
、仮想黒板が写真画像上に一体合成されているＪＰＥＧ画像を生成する必要がある。
【０１０２】
　このため、本実施形態に係るスマートデバイス１の「工事現場黒板アプリ」では、最終
的には、このような仮想黒板が写真画像上に一体合成されているＪＰＥＧ画像を出力する
ことが可能である（詳細後述）。また、一旦撮影された写真画像の上に仮想黒板が配置さ
れた以降、一切の編集を不要とするならば、「保存」のタイミング（図５のＢ４、図１１
）で、直ぐに仮想黒板が写真画像上に一体合成されているＪＰＥＧ画像を生成し、出力す
るようにすることも可能である。
【０１０３】
　また、上述のようにスマートデバイス１で保存される仮想黒板付き写真は、「写真保管
庫」において、１又は複数の任意の写真を選択のうえ、サーバ４、ＰＣ５、ＭＦＰ／ＬＰ
６、又は記録媒体等に対し出力することができるが、この場合、外部の受け入れ側がスマ
ートデバイス１で保存される同様の保存管理形式に対応していれば、このまま出力してよ
い。一方、外部の受け入れ側がスマートデバイス１で保存される同様の保存管理形式に未
対応の場合には、仮想黒板付き写真「画像」に加工してから出力するようすることも可能
である。
【０１０４】
　[仮想黒板付き写真の出力方法] 
　次に、仮想黒板付き写真の出力方法について説明する。本実施形態に係るスマートデバ
イス１の「工事現場黒板アプリ」では、編集性を考慮し、上述の如く、記憶部１０１にお
いて撮影された写真画像と、予めテンプレートとして記憶された仮想黒板画像と、「仮想
黒板付き写真保存用管理情報」（写真画像上の仮想黒板画像の位置情報、サイズ情報と、
仮想黒板画像の所定記入項目に入力されたデータ）とを対応付けて、それぞれ保存される
。
【０１０５】
　しかしながら、例えば工事の発注元に、工事報告書としての仮想黒板付き写真画像を提
出する場合には、最終的に、仮想黒板が写真画像上に一体合成されている仮想黒板付き写
真画像をＪＰＥＧ形式等で生成する必要がある。工事の発注元のＰＣ等では、「工事現場
黒板アプリ」を有するとは限らないため、提出される仮想黒板付き写真画像は、汎用規格
であるＪＰＥＧ形式等で提出される必要があるためである。
【０１０６】
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　（Ｄ操作例）
　仮想黒板付き写真をＪＰＥＧ画像で出力するにあたって、まず、ユーザは、対象となる
仮想黒板付き写真画像を選択する。具体的には、仮想黒板付き写真の参照等を行うＤ操作
を行う（図５）。作成済みの仮想黒板付き写真画像は、「写真保管庫」に保存されている
ので、ユーザはここから既に作成された仮想黒板付き写真の中から任意の写真を選択のう
え、汎用規格であるＪＰＥＧ形式等で出力する。
【０１０７】
　図２０は、本実施形態に係る画面Ｄ１例（その２）を示す。ＴＯＰ画面Ａにおいて、操
作ボタン「写真保管庫」が操作されると、当画面へ遷移する（図１３に同じ）。図に示さ
れるように、画面Ｄ１の仮想黒板付きの「写真保管庫」において、これまでＢ操作又はＣ
操作により作成された仮想黒板付き写真が一覧表示される。各写真はサムネイル形式で縮
小されて表示されるので、例えばユーザが所望の写真をタッチすると、その写真が画面上
に拡大表示される。ここでは、図中、右端の図がタッチされたものとする。
【０１０８】
　図２１は、本実施形態に係る画面Ｄ１例（その３）を示す。画面Ｄ１においては、選択
された仮想黒板付き写真画像が表示される。続いて、ユーザは、仮想黒板付き写真画像を
ＪＰＥＧ形式のＪＰＥＧ画像として出力する場合、画面中、操作ボタン「画像出力」をタ
ッチすることにより、同写真画像を出力する。
【０１０９】
　なお、ここで出力されたＪＰＥＧ画像は、スマートデバイス１の任意のメモリに保存さ
れる。また、保存先は、スマートデバイス１内蔵メモリ、記録媒体（例えばＳＤカード）
等のみならず、サーバ４、ＰＣ５、ＭＦＰ／ＬＰ６等に対し出力することができる。
【０１１０】
　図２２は、本実施形態に係る画面Ｄ１例（その４）を示す。図に示されるように、選択
された仮想黒板付き写真画像がＪＰＥＧ画像として出力された場合、その旨の表示がなさ
れる。
【０１１１】
　図２３は、本実施形態に係る出力ＪＰＥＧ画像を示す。図に示されるように、当ＪＰＥ
Ｇ画像は、選択された仮想黒板付き写真画像が、仮想黒板が写真画像上に一体合成され、
ＪＰＥＧ画像として出力されたものとなっている。次に、本実施形態に係る出力ＪＰＥＧ
画像のＥｘｉｆデータについて説明する。
【０１１２】
　（Ｅｘｉｆデータ）
　まず、一般的なＥｘｉｆデータ（Ｅｘｉｆメタデータ、Ｅｘｉｆ情報などともいう）に
ついて説明する。一般に、デジタルカメラを用いて写真を撮影し、撮影された写真画像を
ＪＰＥＧファイルとして保存した場合、例えば、Ｅｘｉｆ（Exchangeable Image File Fo
rmat）形式のメタデータが自動的に作成される。このメタデータをＥｘｉｆデータという
。
【０１１３】
　具体的に、デジタルカメラは、撮影写真に対し、カメラの機種や撮影時の条件などの情
報を画像にＥｘｉｆデータとして埋め込んでいる。このＥｘｉｆデータは、画像ビューワ
やＥｘｉｆ編集ソフト等で、写真画像とともに参照できる。また、写真画像をプリンタ等
で印刷する場合には、Ｅｘｉｆデータに含まれる撮影時の情報などを元に、自動的に写真
画像の最適化を行ってからプリント出力を行うこともできる。
【０１１４】
　図２４は、従来例に係るＥＸＩＦデータ例を示す。ＥＸＩＦデータは、撮影された写真
画像をＪＰＥＧファイルとして保存した場合、一般のデジタルカメラ（一般のデジタルカ
メラが有するソフトウェア）により自動的に作成されるデータである。具体的には、図に
示されるようなカメラの機種や撮影時の条件などの各種情報を含む。
【０１１５】
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　これに対し、図２５は、本実施形態に係る出力ＪＰＥＧ画像のＥＸＩＦデータ例を示す
。図に示されるＥＸＩＦデータは、仮想黒板付き写真画像をＪＰＥＧ画像として出力した
場合、本実施形態に係るスマートデバイス１（スマートデバイス１が有する「工事現場黒
板アプリ」）により自動的に作成されるデータである。具体的には、図に示されるような
カメラの機種や撮影時の条件などの情報に加え、仮想黒板画像の所定記入項目に入力され
たデータ及び暗号化データを含む。
【０１１６】
　Ｅｘｉｆデータには、規格上、カメラの機種や撮影時の条件などの情報のほか、「メー
カー独自情報」を追加することができるため、本実施形態に係るスマートデバイス１（ス
マートデバイス１が有する「工事現場黒板アプリ」）により、仮想黒板付き写真画像がＪ
ＰＥＧ画像として出力される場合、Ｅｘｉｆデータの「メーカー独自情報」内に、仮想黒
板内の所定の記入項目に入力されたデータ及び暗号化データが追記される。
【０１１７】
　なお、暗号化データとは、仮想黒板内の所定の記入項目に入力されたデータ、又は入力
されたデータの一部のデータを、暗号化したデータである。情報の改ざんを防止・抑制す
るため、特に改ざんを防止・抑制したいデータを対象に暗号化し、同暗号化データをＥｘ
ｉｆデータの「メーカー独自情報」内に含めておく。これにより、暗号化の対象となった
データを同一の暗号アルゴリズムにより復号化し、Ｅｘｉｆデータの「メーカー独自情報
」内のデータと一致するか否かを確認することで、暗号化の対象となったデータの真正性
を担保することができる。
【０１１８】
　（ＪＰＥＧ画像出力処理）
　図２６は、本実施形態に係るＪＰＥＧ画像出力のフローチャートを示す。併せて、図２
７も参照しながら説明する。
【０１１９】
　Ｓ１：画像出力部１０８は、仮想黒板付き写真画像に対し、出力要求の有無を判定する
。具体的には、上述の如く、表示中の仮想黒板付き写真画像に対し、画面中の操作ボタン
「画像出力」がタッチされた場合に、出力要求の有りと判定できる（図２１）。
【０１２０】
　Ｓ２：画像出力部１０８は、出力要求の有りと判定すると、表示中の仮想黒板付き写真
画像に対し、ＪＰＥＧ画像生成処理を実行する。
【０１２１】
　具体的に、画像出力部１０８は、仮想黒板付き写真保存用管理情報（図１９）に基づい
て、写真画像と、仮想黒板（テンプレート）と、黒板画像の設定パラメータと、入力デー
タとを取得し、仮想黒板（テンプレート）に入力データを入力する。そして、黒板画像の
設定パラメータ（仮想黒板のサイズ、位置等）に従って、写真画像上、仮想黒板を重畳さ
せて合成する。
【０１２２】
　なお、仮想黒板付き写真画像自体は、既に画面上に展開されているので、例えば、画面
上の表示画像そのものに対し、ＪＰＥＧ画像化処理を実行することによっても、ＪＰＥＧ
画像を生成しうる。
【０１２３】
　Ｓ４：画像出力部１０８は、仮想黒板内の所定の記入項目に入力されたデータ、又は入
力されたデータの一部のデータを、所定の暗号化アルゴリズムを用いて暗号化する。
【０１２４】
　暗号化の対象とするデータは、仮想黒板内の所定の記入項目に入力されたデータの全て
でもよいし、その一部のデータでもよい。但し、特に改ざんを防止・抑制したいデータを
優先対象とすることで、暗号化データのデータ容量をより少なく抑えることができるので
、結果、Ｅｘｉｆデータのデータ容量をより少なく抑えることができる。
【０１２５】
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　ここでは、暗号化の対象とするデータとして、特に入力されたデータのうち、「工事名
」及び「撮影月日」のデータを暗号化の対象とする。この場合、画像出力部１０８は、「
工事名」及び「撮影月日」のそれぞれの文字列を足した文字列に対し、所定の暗号化アル
ゴリズムを用いて暗号化する。なお、所定の暗号化アルゴリズムを用いてとは、所定の暗
号化鍵などによって実現されうる。
【０１２６】
　Ｓ４：画像出力部１０８は、オリジナルの写真画像のＥｘｉｆデータ（図２４）に対し
、「メーカー独自情報」内に、仮想黒板内の所定の記入項目に入力されたデータ及び暗号
化データを追記する。
【０１２７】
　Ｓ５：画像出力部１０８は、生成したＪＰＥＧ画像を出力する（図２５）。勿論、この
ＪＰＥＧ画像は、Ｅｘｉｆデータを含む。
【０１２８】
　以上のように、本実施形態に係る仮想黒板付き写真画像（ＪＰＥＧ画像）は、そのＥｘ
ｉｆデータにおいて、カメラの機種や撮影時の条件などの情報のみならず、仮想黒板画像
の所定記入項目に入力されたデータを含む。このため、以降に仮想黒板付き写真画像（Ｊ
ＰＥＧ画像）を取り扱う場合、Ｅｘｉｆデータを用いて、工事に関する情報（例えば、「
工事名」等）を用いて、画像を検索したり、そのデータをテキストとして利用したり、ま
たデータに基づいて画像を分類・整理するなど、画像の利用性や管理性が向上する。この
ような写真画像の検索・整理・分類には、図１におけるクラウドストレージ７等に蓄積さ
れた写真画像を対象にしたＷｅｂアプリケーションを用いることができる。例えば、Ｗｅ
ｂアプリケーションでは、Ｅｘｉｆデータを用いて写真画像を検索し、図２８に示すよう
に、検索した写真画像と、工事情報と、地図情報（例えば位置情報を用いて他のＷｅｂア
プリケーションから提供される地図情報）とを並べてクライアントに表示させることもで
きる。
【０１２９】
　また、Ｅｘｉｆデータは、暗号化データを含む。工事現場において仮想黒板内の情報は
、その現場写真の内容を証明する重要な情報であるところ、市販のＥｘｉｆ編集ソフトな
どで、Ｅｘｉｆデータ内のデータが変更、改ざんされた場合であっても、暗号化データを
復号化すれば、元のデータを得られ、元の正しいデータに戻すことも可能である。これに
より、暗号化の対象となったデータの真正性を担保するとともに、データの改ざんを防止
・抑制することが可能である。
【０１３０】
　[総括]
　以上、本実施形態によれば、工事現場において現場写真の撮影業務を行うとき、その業
務の効率化を図るとともに、撮影された現場写真の視認性及び編集性を向上させるスマー
トデバイス等を提供することが可能となる。
【０１３１】
　各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記各実施形態にあげたその他の要
素との組み合わせなど、ここで示した要件に本発明が限定されるものではない。これらの
点に関しては、本発明の主旨をそこなわない範囲で変更することが可能であり、その応用
形態に応じて適切に定めることができる。また、本発明の構成要素、表現または構成要素
の任意の組合せを、方法、装置、システム、コンピュータプログラム、記録媒体、などに
適用したものも本発明の態様として有効である。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　　　　　スマートデバイス
　２　　　　　測量器・測定器
　３　　　　　工事資料
　４　　　　　サーバ
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　５　　　　　ＰＣ
　６　　　　　ＭＦＰ／ＬＰ
　１１　　　　ＣＰＵ
　１２　　　　記憶装置
　１３　　　　表示装置
　１４　　　　入力装置
　１５　　　　通信装置
　１６　　　　外部インタフェース装置
　１７　　　　撮影装置
　１８　　　　ＧＰＳ
　１０１　　　記憶部
　１０２　　　タッチパネル
　１０３　　　撮影部
　１０４　　　通信部
　１０５　　　入力部
　１０６　　　画像編集部
　１０７　　　画像再現部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３３】
【特許文献１】特開２０００－２８７１６４号公報

【図１】 【図２】
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【図２７】
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